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君津市小糸スポーツ広場指定管理者募集要項 

 

君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年君津市条例

第１２号）第２条の規定に基づき、下記のとおり君津市小糸スポーツ広場の指定管理者を

募集する。 

 

記 

 

１ 施設の概要 

(1) 施設の名称     

君津市小糸スポーツ広場（以下「小糸スポーツ広場」という。） 

(2) 施設の所在地 

  君津市塚原５１番地 

(3) 施設の設置年月日 

平成２１年１１月１日 

(4) 施設の設置目的 

  市民の体力の向上と健康増進に資するため、小糸スポーツ広場を設置する。 

(5) 建物の概要 

ア メインスタンド：５６１．４８㎡ 客席 ２８８席 

  （鉄筋コンクリート造２階建） 

イ 本部席室 

ウ ミーティング室 

エ 身障者観覧室 １２席 

オ 更衣室 

カ 男女トイレ 

キ 多目的トイレ 

ク ダッグアウト 

ケ 倉庫 

(6) 施設の概要 

ア 敷地総面積 ２５，６４６．１８㎡ 
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イ 野球場面積 １２，００８．７１㎡ 

ウ 野球場規模 中堅：１１６ｍ 両翼：９２ｍ 

エ 多目的広場 ３，２６９．４㎡ 

オ 駐 車 場 ８３台 

カ 備   品 君津市小糸スポーツ広場管理業務仕様書（添付資料１）のとおり 

 (7) 開場時間      

午前８時３０分から午後５時まで 

(8) 休場日 

ア 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日後においてその日に最

も近い休日でない日） 

イ 金曜日（休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でな

い日） 

ウ 年末年始 １２月２９日から１月３日まで 

 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

(1) 小糸スポーツ広場の管理運営を行うに当たっては、次の関係法令を遵守し、その設

置目的に適合した管理運営を行うこと。 

  ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  ウ 君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年君津

市条例第１２号。以下「手続条例」という。） 

  エ 君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成 

１７年君津市規則第３０号） 

  オ 君津市市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例（昭和５３年君津市条例第

７号。以下「条例」という。） 

カ 君津市市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則（令和４年君津市

規則第１１号） 

キ その他の関係法令等 

 (2) 個人情報の取扱い 
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   手続条例第１２条の規定に基づき、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講

ずること。 

 (3) 情報の公開 

   手続条例第１３条の規定に基づき情報の公開に関し必要な措置を講ずること。 

 (4) 第三者への委託 

   業務の全部を第三者に請け負わせてはならないこと。ただし、個別の業務で君津市

が認めるものについては、この限りでない。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとします。なお、業務の詳細については、 

君津市小糸スポーツ広場管理業務仕様書（添付資料１）によるものとします。 

(1) 施設の使用の許可及びその取消し並びに使用の不許可等に関すること。 

(2) 使用料の徴収及び減免に関すること。 

(3) 施設全般の管理運営に関すること。 

(4) 施設の建物及び設備の維持管理に関すること。 

(5) 業務遂行の記録等に関すること。 

(6) アンケートの実施に関すること。 

(7) 事業計画書及び収支計画書を作成し、提出すること。 

(8) 事業報告書及び事業評価書を作成し、提出すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営を行う上で必要な業務 

 

４ 指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。） 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

５ 施設の管理運営に係る経費 

  君津市が支払う施設の管理運営に係る経費の上限額は、年４，６３８千円（指定期間

総額１３，９１４千円）です。よって、この金額を上回る応募は失格となります。 

当該経費は、当該年度ごとに支払うものとし、その額等は、当該年度ごとに締結する

年度協定で定めるものとします。 
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６ 使用料の帰属 

施設の使用料は、君津市の歳入とします。 

 

７ 応募 

(1) 申請者の資格 

指定管理者に係る指定の申請を行うことができるものは、次に掲げる法人その他

の団体（以下「団体等」という。）又は複数の団体等が共同する団体（以下「共同事

業体」という。）とし、個人による申請はできません。なお、団体等にあっては、必

ずしも法人格を有することを要しません。 

ア 条例第３条第２項に規定する団体等であって、施設を円滑かつ安全に管理運営し

、施設の設置の目的を効果的、効率的に達成できるものであること。 

イ 団体等及びその代表者が君津市の市税を滞納していないこと。 

ウ 団体等の代表者が市議会議員、市長、副市長でないこと、及び、委員会の委員又

は委員（指定管理施設の管理及び運営に直接の利害を有さない者を除く。）でな

いこと。 

エ 君津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の処分を受けて

いないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続、民事再生法（平成 

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続又は破産法（平成１６年法律第７５ 

号）に基づく破産手続を行っていないこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。ま

た、役員に同法第２条第６号に規定する暴力団員がいないこと。 

 (2) 共同事業体による申請 

   共同事業体により申請する場合は、次に掲げる事項に留意してください。 

  ア 代表となる団体等を選定すること。 

  イ 共同事業体の構成員は、他の共同事業体の構成員となり、また、単独で申請を行

うことはできません。 

 

８ 募集及び選定のスケジュール 
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 (1) 募集要項等の配布 

令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金）まで 

 (2) 募集内容等に関する質問の受付 

令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１４日（金）まで 

 (3) 質問に対する回答期限 

令和７年１１月２１日（金） 

 (4) 申請書類の受付 

 令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金）まで 

 (5) 選定結果の通知 

 令和８年２月上旬 

 

９ 募集要項等の配布 

 (1) 配布期間 

 令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金）まで。ただし、 

土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 (2) 配布時間 

 午前９時００分から午後４時３０分まで 

 (3) 配布場所 

 君津市健康こども部健康スポーツ課 

電話番号 ０４３９－５７－２２５６ 

ＦＡＸ  ０４３９－５７－２２３４ 

   ＊ 市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

１０ 募集内容等に関する質問の受付及び回答 

  次のとおり募集内容等に関する質問を受け付けます。あらかじめ電話連絡のうえ、君

津市小糸スポーツ広場指定管理者申請に係る質問書（添付資料２）をＦＡＸ、電子メー

ル又は持参により提出してください。なお、電話による受付は行いません。 

 (1) 受付期間 

 令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１４日（金）まで。ただし、土曜日、

日曜日及び祝日を除く。 
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 (2) 受付時間 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 (3) 受付場所 

 君津市健康こども部健康スポーツ課 

電話番号 ０４３９－５７－２２５６ 

ＦＡＸ  ０４３９－５７－２２３４ 

Ｅ-mail  kenkou@city.kimitsu.lg.jp 

 (4) 質問に対する回答 

   令和７年１１月２１日（金）午後５時までに、ＦＡＸ又は電子メールにて回答しま

す。 

 

１１ 申請時に提出する書類 

   小糸スポーツ広場の設置目的を効果的に達成するとともに、市民サービスの向上や

管理運営経費の削減等に資するため、次の書類により、事業計画、収支計画等につい

て提案してください。 

(1) 指定管理者指定申請書（添付資料３） 

(2) 事業計画書（添付資料４） 

(3) 収支計画書（添付資料５） 

(4) 団体等の経営状況を説明する書類（前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産

目録又はこれらに類する収支予算書、収支計算書等） 

  ＊ 共同事業体により申請する場合は、共同事業体を構成するすべての団体等につい

て提出 

(5) 申請の資格を証する書類（法人格を有しない団体等にあっては、これらに類する 

書類） 

ア 団体等の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

イ 団体等の登記事項証明書 

ウ 団体等の印鑑証明書 

エ 団体等の営業許可、認可等の証明書 

オ 団体等の組織及び概要を記載した書類 

カ 団体等及びその代表者に市税の滞納がないことを証する書類（添付資料６） 
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キ 君津市小糸スポーツ広場指定管理者の申請に関する確約書（添付資料７） 

ク 役員名簿（添付資料８） 

＊ 共同事業体により申請する場合は、共同事業体を構成するすべての団体等につい

て提出 

(6) 共同事業体の結成に関する申請書（添付資料９） 

 ＊ 共同事業体により申請する場合のみ提出 

 (7) 共同事業体構成団体業務分担表（添付資料１０） 

 ＊ 共同事業体により申請する場合のみ提出 

 

１２ 申請書類の受付 

 (1) 受付期間 

  令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金）まで。ただし、土曜

日、日曜日及び祝日を除く。 

 (2) 受付時間 

  午前９時００分から午後４時３０分まで 

(3) 受付場所 

  〒２９９－１１５２ 

 君津市久保３丁目１番１号 

君津市健康こども部健康スポーツ課 

電話番号０４３９－５７－２２５６ 

ＦＡＸ ０４３９－５７－２２３４ 

(4) 提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は受付期間の最終日に必着のこと。） 

 

１３ 申請に当たっての留意事項 

 (1) 申請書類の取扱い 

   提出された申請書類は、返却しません。 

 (2) 申請書類の内容の変更等の禁止 

   受付期間を経過した後においては、申請書類の追加及び内容の変更をすることはで

きません。 
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 (3) 申請後の辞退 

   申請後に辞退する場合は、上記１２(3)の受付場所に辞退届（添付資料１１）を提

出してください。 

 (4) 費用の負担 

   申請に当たり必要な費用は、申請を行う団体等又は共同事業体の負担とします。 

 (5) 情報の公開 

   提出された申請書類は、君津市情報公開条例（平成１６年君津市条例第１号）に基

づく開示請求の対象になります。 

   また、選定の過程及び結果並びに提案された内容については、君津市において必要

があると認められるときは公表する場合があります。 

 (6) 上記７応募(1)カに該当するかどうかについて、君津市暴力団排除条例（平成２４

年君津市条例第３号）第９条２項に基づき、添付資料８により警察本部に照会する場

合があります。 

 

１４ 申請の無効 

(1) 申請することができる団体等又は共同事業体の資格を有しないものの申請 

(2) 申請書類に虚偽の記載がある場合 

(3) 指定期間内において君津市が支払う施設の管理運営に係る経費の上限額を超える額

を提案した申請 

 

１５ 選定の基準等 

(1) 選定の方法 

施設を所管する部内に設置した選考委員会で書類審査及び面接審査を行い、庁内

で組織する選定委員会で選定します。 

(2) 面接審査 

書類審査の結果、必要に応じて面接審査を行います。 

(3) 選定の基準 

  選考委員会及び選定委員会においては、指定管理者選定基準表（添付資料１２）に

より審査します。 

  なお、申請があった団体について、採点における委員全員の合計点が選定基準表の
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配点の合計点の６割に満たない場合は、指定管理者の候補となる団体等として選定で

きません。 

 

１６ 選定結果の通知等 

 (1) 選定結果の通知 

   選定委員会による選定結果に基づき、申請したすべての団体等及び共同事業体に選

定結果を通知します。 

 (2) 仮協定の締結 

   指定管理者の候補者となる団体等又は共同事業体は、選定された旨の通知を受けた

後に、君津市と小糸スポーツ広場の管理運営に関する仮協定を締結してください。た

だし、この仮協定の締結は、小糸スポーツ広場の指定管理者の指定を保証するもので

はありません。 

 

１７ 指定管理者の指定等 

 (1) 君津市議会の議決 

   令和８年第１回君津市議会定例会に小糸スポーツ広場の指定管理者の指定に関する

議案を提出します。 

 (2) 指定管理者の指定 

   君津市議会の議決後に、指定管理者の候補となる団体等又は共同事業体を指定管理

者として指定するとともに、当該団体等又は共同事業体にその旨を通知します。 

なお、君津市議会の議決を得られない場合など、指定管理者として指定できない

場合があります。 

 (3) 協定の締結 

指定管理者として指定された団体等又は共同事業体は、小糸スポーツ広場の管理

に関する協定を締結していただきます。 

   協定の内容は、概ね次のとおりです。 

  ア 指定施設の管理に係る事業計画に関すること。 

  イ 指定施設の管理の業務に関すること。 

  ウ 指定施設の管理の業務に係る事業報告書に関すること。 

  エ 君津市が支払うべき指定施設の管理の費用に関すること。 
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  オ 指定の取消し及び管理の業務の停止に関すること。 

  カ 指定施設の管理に関し保有する個人情報の保護に関すること。 

  キ 指定施設の管理に関し保有する情報の公開に関すること。 

  ク その他市が必要と認める事項 

 

１８ 指定の取消し及び業務の全部又は一部の停止 

指定管理者となった者が君津市の指示に従わないときその他指定管理者となった者の

責めに帰すべき事由により管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定

を取り消し、又は期限を定めて業務の全部若しくは一部を停止することとします。 

 

１９ 公租公課の取扱い 

  指定管理者については、法人市民税や事業所税などの納税義務者となる可能性があり

ます。市税については市課税課に、県税については県税事務所に、国税については税務

署にお問い合わせください。 

 

２０ 問い合わせ先 

  〒２９９－１１５２ 

 君津市久保３丁目１番１号 

君津市健康こども部健康スポーツ課 

電話番号０４３９－５７－２２５６ 

ＦＡＸ ０４３９－５７－２２３４ 

 


